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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　管状の放電路が長手方向中央部を中心として略同一平面に沿って２重渦巻状に旋回され
た発光管と、前記発光管の両端部にそれぞれ設けられた一対の口金と、前記一対の口金の
各々に設けられている一対のランプピンであって、各ランプピンが、前記略同一平面に垂
直な方向に配置されると共に、前記発光管の軸方向に沿って延びる一対のランプピンと、
前記一対の口金間を連結支持するブリッジとを備えた蛍光ランプと、
　前記一対のランプピンと電気的に接続されて前記蛍光ランプに電力を供給するとともに
、前記一対のランプピンを挿入するためのランプピン挿入溝を有するランプソケットと、
　前記ランプソケットを介して前記蛍光ランプを保持する器具本体と、を備えた照明器具
であって、
　前記器具本体における前記蛍光ランプに対向する面に、前記ブリッジと係合して前記蛍
光ランプの鉛直方向への移動を阻止する係合部が設けられ、
　前記係合部が、前記ブリッジを押圧する、前記器具本体に固定された弾性部材を有し、
　前記弾性部材は、断面形状でみて、
　底面の両側から上方へ向かって、互いに対向する第１側壁および第２側壁が折曲形成さ
れ、
　前記第１側壁および第２側壁の各々には、対向する他方の側壁側へ突出するように折れ
曲がった後、逆方向側に折れ曲がって上方にいくほど、対向する他方の側壁から離れる形
状をもつ上端部が形成され、
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　各側壁における前記突出するように折れ曲がった部分の頂部が係止部となり、
　かつ、前記弾性部材は、前記ブリッジと係合する前の状態において、前記第１側壁およ
び前記第２側壁の各々における前記上端同士の間隔が、前記ブリッジの幅よりも大きくな
り、かつ、前記第１側壁および前記第２側壁の各々における前記係止部同士の間隔が、前
記ブリッジの幅よりも小さくなるように形成され、
　かつ、前記第１側壁および前記第２側壁の各々が対向する他方の側壁側に付勢されて、
前記第１側壁および前記第２側壁が前記ブリッジを挟むようにして保持し、かつ前記係止
部によって前記ブリッジの脱落を阻止することを特徴とする照明器具。
【請求項２】
　前記係合部が、前記ブリッジを水平方向から係止する係止部材を有することを特徴とす
る請求項１記載の照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、管状の放電路が長手方向中央部を中心として略同一平面に沿って２重渦巻状
に旋回された蛍光ランプを有する照明器具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、放電路が２重渦巻状に旋回された蛍光ランプが知られている（例えば特許文
献１参照）。
　図７（Ａ）、（Ｂ）に示すように、特許文献１に記載の蛍光ランプ１００は、管状の放
電路が長手方向中央部１０１ａを中心として略同一平面に沿って２重渦巻状に旋回された
発光管１０１を有しており、裏面（発光面と反対側）において中央部１０１ａを通って発
光管１０１の両端部１０１ｂ、１０１ｂを連結するブリッジ１０２が設けられている。ま
た、ブリッジ１０２の中央部には、裏側に突出して口金１０３が設けられており、口金１
０３の中央には、ランプピン１０４が設けられている。
【特許文献１】特開２００７－２７３３３０号公報（第１図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、前述した特許文献１に記載の蛍光ランプ１００では、口金１０３を照明
器具のソケットに嵌合させることにより取り付けているので発光管１０１の固定を十分に
行うことができない。また、口金１０３に係止爪部を設け、照明器具に設けられているフ
ックに係合して脱落を防止する構造となっているので、口金１０３の構成を複雑にしてい
るという問題があった。
【０００４】
　また、図８に示す照明器具１１０のように、２重渦巻状に旋回された発光管１１１の両
端部に口金１１２、１１２を設け、両口金１１２、１１２間にブリッジ１１３を設けた蛍
光ランプ１１４を用いる場合においては、蛍光ランプ１１４を安定して固定するために、
器具本体１１５にランプ支持バネ１１６が設けられている。
　このため、部品点数が増加して、照明器具１１０のコストアップを招くという問題があ
った。
【０００５】
　本発明は、従来の問題を解決するためになされたもので、簡単な構成で蛍光ランプを安
定して固定することのできコストダウンを図ることができる照明器具を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の照明器具は、管状の放電路が長手方向中央部を中心として略同一平面に沿って
２重渦巻状に旋回された発光管と、前記発光管の両端部にそれぞれ設けられた一対の口金
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と、前記一対の口金の各々に設けられている一対のランプピンであって、各ランプピンが
、前記略同一平面に垂直な方向に配置されると共に、前記発光管の軸方向に沿って延びる
一対のランプピンと、前記一対の口金間を連結支持するブリッジとを備えた蛍光ランプと
、前記一対のランプピンと電気的に接続されて前記蛍光ランプに電力を供給するとともに
、前記一対のランプピンを挿入するためのランプピン挿入溝を有するランプソケットと、
前記ランプソケットを介して前記蛍光ランプを保持する器具本体と、を備えた照明器具で
あって、前記器具本体における前記蛍光ランプに対向する面に、前記ブリッジと係合して
前記蛍光ランプの鉛直方向への移動を阻止する係合部が設けられ、前記係合部が、前記ブ
リッジを押圧する、前記器具本体に固定された弾性部材を有し、前記弾性部材は、断面形
状でみて、底面の両側から上方へ向かって、互いに対向する第１側壁および第２側壁が折
曲形成され、前記第１側壁および第２側壁の各々には、対向する他方の側壁側へ突出する
ように折れ曲がった後、逆方向側に折れ曲がって上方にいくほど、対向する他方の側壁か
ら離れる形状をもつ上端部が形成され、各側壁における前記突出するように折れ曲がった
部分の頂部が係止部となり、かつ、前記弾性部材は、前記ブリッジと係合する前の状態に
おいて、前記第１側壁および前記第２側壁の各々における前記上端同士の間隔が、前記ブ
リッジの幅よりも大きくなり、かつ、前記第１側壁および前記第２側壁の各々における前
記係止部同士の間隔が、前記ブリッジの幅よりも小さくなるように形成され、かつ、前記
第１側壁および前記第２側壁の各々が対向する他方の側壁側に付勢されて、前記第１側壁
および前記第２側壁が前記ブリッジを挟むようにして保持し、かつ前記係止部によって前
記ブリッジの脱落を阻止する構造を有している。
【０００７】
　この構成により、器具本体における蛍光ランプに対向する面に、蛍光ランプのブリッジ
と係合する係合部を設けたので、放電路が長手方向中央部を中心として略同一平面に沿っ
て２重渦巻状に旋回された発光管を有する蛍光ランプをランプソケットに取付けた際に、
複数個の支持バネを設けることなく、蛍光ランプの鉛直方向への移動を阻止することがで
き、照明器具の簡素化およびコストダウンを図ることができる。
　また、本発明の照明器具は、前記係合部が、前記ブリッジを押圧する弾性部材を有する
構成を有している。
　この構成により、弾性部材の復帰力により蛍光ランプのブリッジを両側から挟むととも
に、この弾性部材の挿入口をブリッジの幅よりも大きくしておくことにより、ブリッジを
弾性部材の挿入口に押し込んで係止することができる。これにより、複数個の支持バネを
設けることなく、１個の弾性部材により蛍光ランプの鉛直方向への移動を阻止することが
でき、照明器具の簡素化およびコストダウンを図ることができる。
【００１０】
　さらに、本発明の照明器具は、前記係合部が、前記ブリッジを水平方向から係止する係
止部材を有する構成を有している。
【００１１】
　この構成により、例えば蛍光ランプに対向する反射板から蛍光ランプ側へ、先端がＬ字
状に屈曲した係止部材を設け、蛍光ランプを水平方向へ旋回させることにより係止部材の
先端に蛍光ランプのブリッジを引っ掛けるようにすることができる。これにより、支持バ
ネを設けることなく、蛍光ランプの鉛直方向への移動を阻止することができ、照明器具の
簡素化およびコストダウンを図ることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明は、器具本体における蛍光ランプに対向する面に、蛍光ランプのブリッジと係合
する係合部を設けたので、放電路が長手方向中央部を中心として略同一平面に沿って２重
渦巻状に旋回された発光管を有する蛍光ランプをランプソケットに取付けた際に、複数個
の支持バネを設けることなく、蛍光ランプの鉛直方向への移動を阻止することができ、照
明器具の簡素化およびコストダウンを図ることができるという効果を有する照明器具を提
供することができるものである。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態の照明器具について、図面を用いて説明する。
　図１は本発明の第１実施形態にかかる照明器具を示す分解斜視図、図２（Ａ）は平面ら
せん形蛍光灯の平面図、図２（Ｂ）は図２（Ａ）中Ｂ方向から見た正面図、図３はランプ
ソケットの斜視図、図４（Ａ）は平面らせん形蛍光灯を取付けた状態を示す断面図、図４
（Ｂ）は弾性部材の断面図である。
【００１４】
　図１に示すように、本発明にかかる照明器具１０は、天井や壁等の壁面１１に固定して
使用するものであり、例えば矩形箱状の器具本体１２と、器具本体１２の前面開口を覆う
透明あるいは半透明の樹脂等からなるパネル１３を有している。器具本体１２の底板１２
ａには、一方の端部寄りに商用交流電源（図示省略）に接続されている点灯装置１４等の
電気部品が取付けられており、点灯装置１４等を覆うとともにパネル１３を取付けるため
の取付板１５が設けられている。パネル１３は、ネジ１３ａを取付板１５のネジ穴１５ａ
に螺合し、締め付けることにより着脱可能に取付けられる。
【００１５】
　また、底板１２の中央部および他方の端部よりには、蛍光ランプとしての平面らせん形
蛍光灯２０の照明光をパネル１３側に反射して照明効率を向上させる反射板１６が設けら
れており、反射板１６の上面に、平面らせん形蛍光灯２０を装着するための一対のランプ
ソケット１７、１７が取付けられている。これらランプソケット１７、１７は、電源線（
図示省略）によって、点灯装置１４に接続されている。そして、器具本体１２における平
面らせん形蛍光灯２０に対向する面である反射板１６の上面には、平面らせん形蛍光灯２
０をランプソケット１７に装着した際に、平面らせん形蛍光灯２０の後述するブリッジ２
４と係合して平面らせん形蛍光灯２０の鉛直方向への移動を阻止する係合部１８を１個設
けた。なお、係合部１８は弾性部材１８ａを有しており、弾性部材１８はブリッジ２４の
中心部付近を保持するように設けるのが望ましい。
【００１６】
　図２に示すように、平面らせん形蛍光灯２０は、管状の放電路が長手方向中央部２２ａ
を始点として同一平面に沿って２重渦巻状に旋回された発光管２２を有しており、発光管
２２の中央部２２ａは、その他の部分に比して太径となっており、最冷点となっている。
発光管２２の両端部にはそれぞれ口金２３、２３が取付けられており、両口金２３、２３
は、発光管２２の中央部２２ａに対して、点対称の位置に設けられている。なお、両口金
２３、２３は、照射方向と反対側の裏面に設けられたブリッジ２４によって連結されてい
る。また、各口金２３、２３には、平面らせん形蛍光灯２０の平面に直交する方向に一対
のランプピン２１が、発光管２２の軸方向に沿って突出して設けられている。
【００１７】
　図３に示すように、ランプソケット１７は、例えば円柱状の本体１７ａを有しており、
本体１７ａにはランプピン２１を挿入するためのランプピン挿入溝１７ｂが設けられてい
る。ランプピン挿入溝１７ｂの内部には、一対のランプピン２１、２１を保持して導通す
るために一対の導電板１７ｃ、１７ｃが設けられている。また、本体１７ａの外周面に沿
ってランプピン挿入溝１７ｂを閉じる開閉蓋１７ｄが設けられている。
【００１８】
　図４に示すように、係合部１８を構成する弾性部材１８ａは、底面１８ｂの両側から上
方へ向かって側壁１８ｃ、１８ｃが折曲形成されており、側壁１８ｃの上端部には、対向
する側壁１８ｃ側へ突出して係止部１８ｄが設けられている。弾性部材１８ａは、ブリッ
ジ２４と係合する前の状態において、対向する側壁１８ｃ、１８ｃの上端の間隔Ｄ１がブ
リッジ２４の幅Ｄ２よりも大きくなっており、且つ、係止部１８ｄ、１８ｄの間隔Ｄ３が
ブリッジ２４の幅Ｄ２よりも小さくなるように形成されている。また、弾性部材１８は、
底面１８ｂをネジ１８ｅで反射板１６に固定することにより取付けられており、両側壁１
８ｃ、１８ｃは、互いに対向する側壁１８ｃ側へ付勢されている。
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【００１９】
　従って、平面らせん形蛍光灯２０を器具本体１２に取付ける際には、平面らせん形蛍光
灯２０の両端の口金２３、２３に設けられているランプピン２１、２１を、ランプソケッ
ト１７のランプピン挿入溝１７ａに位置決めする。そして、平面らせん形蛍光灯２０をラ
ンプソケット１７の内部に挿入するとともに、ブリッジ２４を反射板１６に設けられてい
る弾性部材１８の内部に押し込む。ブリッジ２４を弾性部材１８の上方から押し込むと、
ブリッジ２４は両側壁１８ｃ、１８ｃの上端部を開きながら下降し、係止部１８ｄを越え
て下降した後は、ブリッジ２４の側面を挟んで保持するとともに係止部１８ｄにより脱落
を阻止することになる。その後、ランプソケット１７の取っ手１７ｅを操作して開閉蓋１
７ｄを閉じることにより固定する。
【００２０】
　以上、説明した照明器具１０によれば、器具本体１２における平面らせん形蛍光灯２０
に対向する反射板１６に、平面らせん形蛍光灯２０プのブリッジ２４と係合する弾性部材
１８ａを有する係合部１８を設けたので、平面らせん形蛍光灯２０をランプソケット１７
に取付ける際に、従来のように複数個の支持バネを設けることなく、平面らせん形蛍光灯
２０の鉛直方向への移動を阻止することができ、照明器具１０の簡素化およびコストダウ
ンを図ることができる。
　また、弾性部材１８ａは平面らせん形蛍光灯２０の位置決めの役割を果たしており、ラ
ンプピン２１とランプソケット１７の不完全接触やランプピン２１の露出を防止している
。
【００２１】
　次に、本発明の第２の実施の形態について、図面を用いて説明する。
　図５は本発明の第２実施形態にかかる照明器具を示す分解斜視図、図６（Ａ）は装着さ
れた平面らせん形蛍光灯の支持状態を示す断面図、図６（Ｂ）は係止部材の断面図である
。なお、前述した第１実施形態にかかる照明器具と共通する部位には同じ符号を付して、
重複する説明を省略することとする。
【００２２】
　図５および図６に示すように、本発明の第２実施形態にかかる照明器具１０Ｂは、器具
本体１２における平面らせん形蛍光灯２０に対向する面である反射板１６に、平面らせん
形蛍光灯２０のブリッジ２４に係合する係合部１９として、ブリッジ２４を水平方向から
係止する係止部材１９ａを設けたものである。なお、係止部材１９ａは、平面らせん形蛍
光灯２０をランプソケット１７に装着した際に、ブリッジ２４の下方に位置する場所に設
けるようにする。また、係止部材１９ａは、ブリッジ２４の中心に対して略対称な位置に
複数個（ここでは、２個）設けるのが望ましい。
【００２３】
　図６（Ｂ）に示すように、係止部材１９ａは、反射板１６を切り起こして上方へ曲げ上
げた立壁１９ｂと、立壁１９ｂの上端から水平に曲げた水平部１９ｃを有しており、水平
部１９ｃの下面には、下方へ突出した凸部１９ｄが設けられている。なお、ブリッジ２４
には、凸部１９ｄが嵌入する凹部２４ａ（図６（Ｂ）参照）を設けるのが望ましい。
【００２４】
　従って、平面らせん形蛍光灯２０を器具本体１２に取付ける際には、まず平面らせん形
蛍光灯２０を係止部材１９ａの水平部１９ｃの下方まで押し下げる。次いで、ランプピン
２１がランプソケット１７のランプピン挿入溝１７ｂに挿入されるように水平方向（図５
において時計方向）に旋回させて、ランプピン２１をランプソケット１７に接続するとと
もに係止部材１９ａによってブリッジ２４を係止する。その後、ランプソケット１７の取
っ手１７ｅを操作して開閉蓋１７ｄを閉じることにより固定する。
【００２５】
　以上、説明した照明器具１０Ｂによれば、器具本体１２における平面らせん形蛍光灯２
０に対向する面である反射板１６に、切起しにより先端がＬ字状に屈曲した係止部材１９
ａを設け、平面らせん形蛍光灯２０を水平方向へ旋回させることにより係止部材１９ａの
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先端に平面らせん形蛍光灯２０のブリッジ２４を引っ掛けるようにしたので、従来のよう
に支持バネを設けることなく、平面らせん形蛍光灯２０の鉛直方向への移動を阻止するこ
とができ、照明器具１０Ｂの簡素化およびコストダウンを図ることができる。
【００２６】
　なお、本発明の照明器具は、前述した各実施形態に限定されるものでなく、適宜な変形
，改良等が可能である。
　例えば、前述した各実施形態においては、矩形箱状の器具本体１２を例示したが、これ
に限らず、例えば円形箱状等にも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の第１実施形態にかかる照明器具を示す分解斜視図
【図２】（Ａ）は平面らせん形蛍光灯の平面図、（Ｂ）は（Ａ）中Ｂ方向から見た正面図
【図３】ランプソケットの斜視図
【図４】（Ａ）は平面らせん形蛍光灯を取付けた状態を示す断面図、（Ｂ）は弾性部材の
断面図
【図５】本発明の第２実施形態にかかる照明器具を示す分解斜視図
【図６】（Ａ）は装着された平面らせん形蛍光灯の支持状態を示す断面図、（Ｂ）は係止
部材の断面図
【図７】従来の照明器具に用いられている蛍光ランプの一例であり、（Ａ）は発光面側か
ら見た斜視図、（Ｂ）は発光面と反対側から見た斜視図
【図８】従来の照明器具に用いられている蛍光ランプの別の例を示す側面図
【符号の説明】
【００２８】
　１０、１０Ｂ　照明器具
　１２　器具本体
　１６　反射板（対向する面）
　１７　ランプソケット
　１８　係合部
　１８ａ　弾性部材
　１９　係合部
　１９ａ　係止部材
　２０　平面らせん形蛍光灯（蛍光ランプ）
　２１　ランプピン
　２２　発光管
　２３　口金
　２４　ブリッジ
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